
介護予防ケアマネジメントについて 

・確認事項 
・H28.12月配布《手引書》の変更点 
・注意事項 
・その他 

資料６－２ 

１ 



区分支給限度額とケアマネジメント費   ※《手引き書》 Ｐ４２ 

・指定事業者のサービス利用時のみ給付管理を実施 
・要支援者が総合事業を利用する場合、予防給付の利用限度額の範囲内で、 給付と 
  総合事業を一体的に給付管理を行う。 

支給限度額 給付管理の対象サービス サービス利用パターン ケアマネジメント費 

事業対象者 5,003単位 
●総合事業のうち、 
  指定事業者によるサービス 

総合事業のみ 
介護予防ケアマネジメント費 
              （AF) 

要支援１ 5,003単位 

●予防給付のサービス 
 
●総合事業のうち、 
  指定事業者によるサービス 

予防給付のみ 

介護予防支援費（４６） 
予防給付 

＋ 
総合事業 

要支援２ 10,473単位 

総合事業のみ 
介護予防ケアマネジメント費 
              （AF） 

２ 



 移行時のポイント                 ※《手引書》 P３ 
   

 認定更新等までは、従前の予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）としてサービスを 

利用する。サービスコード：介護予防訪問介護サービス➜ ６１、介護予防通所介護サービス➜ ６５ 

総合事業へ 
完全移行 

（注意） H30年4月～介護予防訪問介護サービス（61)、介護予防通所介護サービス（65）コードは消失 
     ➜ 訪問型サービス（A2）及び通所型サービス（A6、A7）になる。 
 
※H29年４月～更新申請時の要介護認定に係る有効期間を一律に原則12か月（延長は上限24か月） 
  前橋市の場合、プランは１年間としているため、H30年3月末までに完全移行となる。 
※H29年4月以前に24か月有効期間の要支援認定を持った住所地特例者についてはH30年3月までに 
  更新なし。 ３ 



利用者との契約（重要事項説明と個人情報同意）変更等のパターン 
                                                
 
                                            ※《手引き書》 Ｐ３６                               

４ 



〈参考〉月額包括報酬の日割り請求にかかる適用  
（平成２７年３月３１日老健局介護保険計画課・振興課・老人保健課
／事務連絡・Ⅰ資料９） 

月額包括報酬の日割り請求①    ※《手引き書》 Ｐ４０～４１    

《対象事由と起算日》 

※１ ただし、利用者が月の途中で他の被保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者 
    に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 
    なお、保険者とは政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。 
※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

５ 



月額包括報酬の日割り請求②          

H29.3.30 「 介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬サービスの日割り請求に かかる適用について（通知）」  

６ 



※H29.2.15 居宅介護支援事業者等説明会で訂正  
 

利用実績報告書   ※書式集《手引き書》別冊 Ｐ２８ 参考資料３－２ 

（注意） 
  事業対象者で、訪問型サービスを週２回以上＋通所型サービスを週２回  の利用を 
  必要とする合、         
  ⇒状態像としては要支援認定の対象と考えられるため、介護申請をすすめる。 
 
   ※事業対象者の区分支給限度額は5,003単位。区分支給限度額にも注意！ 
 

７ 



訪問型サービスＡ（基準緩和型）の報酬設定 
H29.6.29（事務連絡）  「新しい総合事業の単位数表マスタの修正について」  

８ 



     

□ プラン継続 
□ プラン変更 
□ プラン中断 
□ 終了  

□ 介護給付 
□ 予防給付 
□ 介護予防特定高齢者施策 
□ 介護予防一般高齢者施策 
□ 終了 

□ プラン継続 
□ プラン変更 
□ 終了  

□ 介護給付 
□ 予防給付 
□ 一次予防事業 
□ 二次予防事業 
□ 終了 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 
サービス評価表              ※書式集《手引き》別冊 Ｐ３０ 書式３－８ 

９ 


